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石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文
目
次

一

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
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十
八
年
法
律
第
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４
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○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
疾
病
」
と
は
、
中
皮
腫
、
気
管
支
又
は
肺
の
悪
性
新
生
物
そ
の
他
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す

る
疾
病
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
死
亡
労
働
者
等
」
と
は
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以

下
「
徴
収
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
以
下
「
労
災
保
険
」
と
い
う
。
）
に
係
る
労
働
保
険
の
保
険
関
係

が
成
立
し
て
い
る
事
業
（
以
下
「
労
災
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
又
は
労
働
者
災
害
補

償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
労
災
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三

号
若
し
く
は
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
労
災
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と
み
な
さ
れ

る
者
で
あ
っ
て
、
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に

よ
り
死
亡
し
た
も
の
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
以
降
に
当
該
指
定
疾
病
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

３

環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
当
た
っ
て
そ
の
立
案
を
す
る
と
き
は
、
中
央
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
認
定
の
有
効
期
間
）

第
六
条

認
定
は
、
基
準
日
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
内

に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

機
構
は
、
認
定
に
当
た
り
、
被
認
定
者
の
当
該
認
定
に
係
る
指
定
疾
病
が
有
効
期
間
の
満
了
前
に
治
る
見
込
み
が
少
な
い
と
認
め
る
と
き
は

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
当
該
認
定
の
有
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
更
新
）

第
七
条

被
認
定
者
の
当
該
認
定
に
係
る
指
定
疾
病
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
前
に
治
る
見
込

み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
被
認
定
者
は
、
機
構
に
対
し
、
認
定
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
指
定
疾
病
が
有
効
期
間
の
満
了
後
に
お
い
て
も
継
続
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
疾
病
に
係
る
認
定
を
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
基
準
日
か
ら
申
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請
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
疾
病
の

種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
申
請
に
係
る
認
定
の

有
効
期
間
の
満
了
前
に
当
該
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
か
ら
二
月
以
内
に
限
り
、
当

該
認
定
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
指
定
疾
病
が
そ
の
後
に
お
い
て
も
継
続
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
認
定
を
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
更
新
さ
れ
た
認
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
の

満
了
日
の
翌
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

３

第
六
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
基
準
日
か
ら

申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
疾
病

の
種
類
に
応
じ
て
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
）

第
二
十
条

次
に
掲
げ
る
者
の
遺
族
（
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
に

対
し
、
特
別
遺
族
弔
慰
金
及
び
特
別
葬
祭
料
を
支
給
す
る
。

一

日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
者
（
以

下
「
施
行
前
死
亡
者
」
と
い
う
。
）

二

日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
指
定
疾
病
に
関
し
認
定
の
申
請
を
し
な
い
で
当
該
指
定

疾
病
に
起
因
し
て
施
行
日
以
後
に
死
亡
し
た
者
（
以
下
「
未
申
請
死
亡
者
」
と
い
う
。
）

２

前
項
の
特
別
遺
族
弔
慰
金
の
額
は
、
指
定
疾
病
に
つ
い
て
受
け
る
医
療
に
要
す
る
費
用
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
療
養
手
当
の
額
を
勘
案
し

て
単
一
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

３

第
一
項
の
特
別
葬
祭
料
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
葬
祭
料
の
額
と
同
一
と
す
る
。

（
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
に
係
る
認
定
等
）

第
二
十
二
条

機
構
は
、
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
の
認
定
を
行
い
、

当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
を
支
給
す
る
。

２

前
項
の
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
の
請
求
は
、
施
行
前
死
亡
者
の
遺
族
に
あ
っ
て
は
施
行
日
か
ら
六
年
、
未
申
請
死
亡
者
の
遺
族
に
あ
っ
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て
は
当
該
未
申
請
死
亡
者
の
死
亡
の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
経
過
措
置
の
命
令
委
任
）

第
八
十
四
条

こ
の
法
律
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必

要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
認
定
の
有
効
期
間
）

第
一
条

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
（
法
第
七
条
第
三
項

及
び
第
八
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

中
皮
腫

五
年

し
ゆ

二

気
管
支
又
は
肺
の
悪
性
新
生
物

五
年

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
）

第
二
条

（
略
）


